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平成２５年６月２４日 

 

不動産鑑定評価基準等の見直しについて 

 

１．基本的考え方 

不動産鑑定評価基準（以下「基準」という。）等は、不動産鑑定士が鑑定評価を行う際の統一的な規

範として昭和３９年に制定されて以来、我が国の社会経済の変動に伴う不動産市場の変化に対応し、

これまで累次の改正が行われてきた。 
最近においては、不動産の証券化をはじめとする収益性を重視した土地・建物一体の複合不動産

の精緻な評価といった新たなニーズに的確に対応していくため、平成１４年の基準改正では収益還元

法の精緻化や価格概念の整理等が行われ、平成１９年の基準改正では証券化対象不動産の評価方

法の統一的運用やエンジニアリング・レポートの活用などを盛り込んだ各論第３章（証券化対象不動産

の価格に関する鑑定評価）が追加された。さらに、民間における多様な評価ニーズに対応するため、

平成２１年の不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及

び成果報告書の記載事項に関するガイドライン（以下「価格等調査ガイドライン」という。）の策定等が行

われてきた。 
現在の我が国における不動産の鑑定評価においては、官需から民需への流れがより鮮明に認識さ

れる中で、特に不動産の証券化のための鑑定評価は一つの大きな柱にまで成長してきており、昨今の

証券化対象不動産の種類の多様化や、過去１０年余に及ぶ実務の蓄積等を踏まえて、引き続き評価

の適正性を維持していくため、基準等に定める内容の拡充を含めた再整理を図るべき時期を迎えてい

る。 
また、不動産市場の国際化が見込まれる中で、国際的な資産評価の基準との整合性を高めていくこ

とが必要である。具体的には、日本企業の海外進出・海外投資の活発化や海外からの不動産投資の

促進という不動産市場の国際化が進み、ＩＶＳ（国際評価基準）が資産評価の国際的な基準として浸透

してきている中で、海外投資家からＩＶＳ準拠の鑑定評価を求められる等の動きも出てきている。こうした

状況を踏まえ、海外投資家を含む依頼者にとってもより分かりやすい評価となるよう、多様なニーズを

反映した条件設定や価格の表示方法等の面で、ＩＶＳとの整合性を向上させつつ国際的な不動産投資

環境の整備が喫緊の課題となっている。 
加えて、民需への対応として、時価会計に対応した財務諸表のための評価ニーズの高まりや、ストッ

ク時代を迎える中で中古住宅流通等に係る建物評価が重要性を増してきており、また、耐震性をはじ

めとする建物の防災性や省エネルギー対策等についての意識の高まり等も踏まえつつ、これらに対応

した鑑定評価手法の充実が求められている。 
こうした不動産市場の国際化や多様な評価ニーズに対応していく観点から、今般、現行の基準等に

ついて必要な見直しを行うものである。 
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２．これまでの検討の経緯 

 

第２８回不動産鑑定評価部会（平成２４年３月２８日） 

○ 不動産市場の国際化や民間における多様な評価ニーズへの対応を更に進める観点から、基準

等の課題の洗い出し及び見直しの方向性の検討を開始。 
○ 実務上の観点から課題を整理し、見直しの方向性を検討するため、鑑定評価の実務に携わって

いる部会の委員を中心とした検討グループ（実務家を中心とした検討グループ）による検討を実

施することが提案され、これについて承認。 
 

実務家を中心とした検討グループ（平成２４年４月～６月） 

 

第２９回不動産鑑定評価部会（平成２４年６月２５日） 

○ 実務家を中心とした検討グループによる議論の結果を踏まえた「不動産鑑定評価基準等の見直

しの方向性」及び「不動産鑑定評価基準等の見直しに向けた今後の進め方」が提示され、これら

について承認。 
○ 今後は、実務に与える影響も考慮して、専門性の高い検討を行う必要があることから、事務局

（国土交通省土地・建設産業局）に実務家によるワーキングチーム（事務局ワーキングチーム）を

設置することが提案され、これについて承認。 
 

事務局ワーキングチーム①（平成２４年７月～１２月） 

 

第３０回不動産鑑定評価部会（平成２４年１２月２７日） 

○ 事務局ワーキングチームでの議論を踏まえ、基準等の見直し係る検討状況について事務局より

報告（中間報告）。 
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事務局ワーキングチーム②（平成２５年１月～３月） 

 

第３１回不動産鑑定評価部会（本日） 

○ 事務局ワーキングチームでの議論の結果を踏まえ、「不動産鑑定評価基準等の改正骨子（案）」

を事務局より提示。  
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３．改正の概要                          （詳細は資料３を参照） 

３－１． 主な個別の論点について 

（１） 不動産市場の国際化への対応 

我が国の基準とＩＶＳ（国際評価基準）を比較すると、求める価格の定義や、価格を求めるための３

つの評価手法等は整合しているものの、設定できる前提条件や、手順、価格の種類等において一

部の相違点が見られる。不動産市場の国際化が進展している中にあっては、海外投資家等にもより

分かりやすい鑑定評価を我が国でも提供し、不動産投資環境の整備に寄与することがますます求め

られるようになっている。したがって、我が国における資産評価に係る法規制や取引慣行といった固

有の事情があること、制度インフラとしての信頼性の確保が必要であることに留意しつつも、基準のＩ

ＶＳへの整合性を高める見直しを行う。 

また、海外不動産を鑑定評価する際の標準的な手法を規定した海外投資不動産鑑定評価ガイド

ラインの見直しも検討する。 

 

論点Ａ 不動産鑑定評価基準へのスコープ・オブ・ワークの概念の導入等 

・ ＩＶＳで導入されているスコープ・オブ・ワークの概念をもとに、土壌汚染等の特定の価格形成要因

について、一定の要件の下で依頼者と合意することにより、不動産鑑定士が実施する調査を合理

的な範囲内で可能とする条件を新たに導入。 

・ 鑑定評価手法に関し、原則として「３方式」を併用することを求めている現行の規定について、市

場分析により把握した市場の特性を適切に反映した「複数の手法」を適用することを求める規定に

変更。 

 

論点Ｂ 価格概念に関するＩＶＳとの整合性の向上 

・ 「特定価格」と表示することになっている証券化対象不動産等の評価について、国内外の投資家

に対する分かりやすさを向上させる観点から、正常価格と相違がない場合には、「正常価格」と表

示するよう取扱いを変更。 

・ 社会情勢の変化に迅速に対応できるよう、特定価格を求める場面の例示を追加。 

 

論点Ｃ 海外投資不動産鑑定評価ガイドラインの見直し 

・ Ｊ－ＲＥＩＴの運用対象資産に海外不動産を導入するための環境整備として、平成２０年に策定した

「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」について、国際的な不動産投資における多様なニーズ

に応じた見直しを検討。 
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（２） 多様な評価ニーズへの対応 

不動産証券化の進展、企業会計における時価評価の拡大により、土地・建物一体の複合不

動産の鑑定評価のニーズが増加しており、その対象も、オフィスや共同住宅といった典型的

な収益用物件から、ショッピングセンターやホテル等の事業性の検証等が不可欠な事業用不

動産にまで多様化している。また、中古住宅等の売買時のセカンドオピニオンや担保評価と

して鑑定評価を活用することも期待されつつある。こうした評価ニーズの多様化に的確に対

応するため、実務における蓄積を踏まえつつ、評価手法や留意すべき価格形成要因に係る規

定の充実を図る。 

 

論点Ｄ 事業用不動産に係る規定の充実 

・ 物件毎に収益性のばらつきが大きく、賃貸市場も成熟していないという特性を有する事業用不動

産について、収益性を適切に把握して評価する方法や留意点等の規定を追加。 
 

論点Ｅ 中古住宅等に係る消費者の新たな評価ニーズへの対応 

・ マンションの一住戸や戸建住宅の評価ニーズに対応し、鑑定評価の利用者に分かりやすく合理

的な評価となるようスコープ・オブ・ワークの概念を導入（論点Ａ）。 
・ 建物スペック等の住宅評価において留意すべき価格形成要因に係る規定を整備（論定Ｆ）。 
・ 中古住宅流通における鑑定評価の依頼ニーズやその対応のための課題については、引き続き情

報を収集し改善。 
 

論点Ｆ 建物評価に係る規定の追加・見直し 

・ 昨今における建物評価ニーズの多様化に加え、建物の耐震性等の防災意識の高まりや省エネル

ギーに対応した機能・設備等を重視する動きが見られることから、建物に係る評価の蓄積等を踏ま

えつつ、用途に応じて留意すべき価格形成要因に係る規定を整備（住宅、事務所ビル、商業施設

及び物流施設）。 
・ 財務会計上の要請等を踏まえ、土地・建物一体の複合不動産の評価に際し土地・建物の内訳価

格を求める方法についての規定を充実。 
 

（３） その他 

論点Ｇ 定期借地権に係る規定の充実 

・ 定期借地権固有の特性を踏まえ、価格形成要因や評価手法等に係る規定を整備。 
 

論点Ｈ 継続賃料の評価に係る規定の見直し 

・ 継続賃料の評価について、実務で評価方法等に混乱が見られ、法曹実務家等からも課題を指摘

されていることを踏まえ、評価において重視すべき期間や価格形成要因に係る規定を見直す。 
 

論点Ｉ 求める価格に幅を持たせた収益還元法適用のあり方の整理 

・ 依頼者のニーズを踏まえつつ、実務における具体的な取扱い等について検討。 
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３－２． 基準等の構成について 

今般の基準改正により、これまで「基準に則らない価格等調査」として実施されていたもののうち、

現にニーズの多い大半の評価が「基準に則った鑑定評価」として実施できるようになると考えられる

が、その他の評価ニーズへの対応を含め、現行の基準や価格等調査ガイドライン等の体系について

再整理し、必要な見直しを行う。 
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４．基準見直しを踏まえた今後の課題 

多様化する鑑定評価ニーズに的確に対応できる環境整備 

① 実務指針等の機動的な策定 

 

今般の基準の見直しは、大規模なものとしては、平成１９年に各論第３章（証券化対象不動産の価

格に関する鑑定評価）を基準に新設して以来となるが、不動産の証券化や国際的な評価ニーズへの

対応をはじめ、昨今の鑑定評価をとりまく社会経済情勢はより大きく変化してきている。 
こうした新たな評価ニーズに的確に対応していくためには、特に実務色が強い内容について、国が

基準を逐次改正していくよりも、日常的に不動産市場との関連の下で評価実務を担っている実務界を

中心に先行的に研究を進め、国や利害関係者を含めた合意形成を行いつつ、基準を補完する役割を

担う実務指針等を機動的に策定していくことが有効と考えられる。 
実務界での取組みについては、不動産の鑑定評価に関する法律における「不動産鑑定士等の団体」

として国に届出を行っている、（公社）日本不動産鑑定士協会連合会を中心として進めていくことが効

果的であると考えられる。 
 

 

 

多様化する鑑定評価ニーズに的確に対応できる環境整備 

② 不動産鑑定士の資格取得後の研修制度等のあり方 

今後、不動産の証券化のための鑑定評価ニーズの更なる拡大や時価会計に対応した財務諸表の

ための評価ニーズの拡大に加え、中古住宅の購入に際する評価といった個人向けの依頼案件の増加

が見込まれるなど、鑑定評価ニーズが高度化・多様化していく中、不動産鑑定士の鑑定評価スキルの

維持・向上が求められている。一方で、昨今、投資家や利害関係者に影響を与える評価において不適

切な事案も発生しているところである。 
不動産鑑定士の資格取得後における研修体制については、現在、（公社）不動産鑑定士協会連合

会において、研修受講に係る単位制の導入や不動産鑑定士別の研修履歴情報のインターネット上で

の提供といった取組みが進められているが、鑑定評価の適切性を引き続き担保していくため、現行の

研修体制について効果的なものとなっているか再検証するとともに、依頼者の視点から、依頼目的に

応じた不動産鑑定士や不動産鑑定業者の選択に資する情報提供のあり方等について検討する必要

がある。 
さらに、高度化・多様化する鑑定評価ニーズの主たる担い手となる不動産鑑定士・不動産鑑定業者

の育成や不動産鑑定業者相互間及び不動産鑑定業者と他の業態との業務提携のあり方等について

も検討する必要がある。  
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多様化する鑑定評価ニーズに的確に対応できる環境整備 

③ 鑑定評価モニタリングの充実等 

 

国においては、平成２０年度以降、証券化対象不動産のための鑑定評価を対象に、不動産鑑定業

者に対する立入検査（鑑定評価モニタリング）を行い、平成２３年度からは財務諸表のための鑑定評価

についても対象に加えた上で毎年度実施しているところである。 
今後とも、適切な鑑定評価の確保、鑑定評価に対する信頼性の向上を図るため、鑑定評価モニタリ

ングの取組みを継続するとともに、鑑定評価ニーズの多様化を踏まえ、検査の対象分野を拡充すると

いった取組みを検討する必要がある。 
一方、（公社）日本不動産鑑定士協会連合会においても、独自に第三者を中心とした委員会を設置

し、価格等調査ガイドラインの遵守状況の確認等の取組みを実施しているところであるが、国が実施す

る鑑定評価モニタリングと有機的に連携するなど、より効果的・効率的な実施体制のあり方について検

討する必要がある。 
 

 

不動産の専門家としての知見を生かした業務展開の可能性 

不動産の価値の向上や「まちづくり」への貢献について 

 

不動産鑑定士は、地価公示や一般の鑑定評価における地域要因・個別的要因の分析等を通じて

地域の社会経済動向等を日常的に把握する地域のリサーチャーとしての性格を有しており、不動産鑑

定士が本来有する専門的な評価ノウハウと相まって、地方公共団体や民間法人が所有する低未利用

地や遊休不動産の有効活用、ひいては人口減少・超高齢社会に対応した都市の再構築等の「まちづ

くり」に関しても、土地の有効利用や不動産の価値向上に資するコンサルティングやコーディネーション

等を担い得るポテンシャルを有している。 
今後、不動産鑑定士が広い意味での「まちづくり」の分野で貢献しうる内容と、求められる具体的な

ニーズについて、国及び実務界が連携して調査・検討を進めていくことが必要と考えられる。 
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